
関係機関との連携

令和６年度千葉県サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者更新研修

社会福祉法人ワーナーホーム
山岡 功平

連携の意義・目的
①意義や目的
利用者や家族の抱える複合的なニーズには、医療・保健・福祉・

教育・雇用など多様な視点による見極めと、さまざまなアプローチ
によって本人や家族を支えることが必要。

②基本姿勢と役割
フォーマルだけでなくインフォーマルも含め、サビ管・児発管に

求められる連携は、単に連絡というレベルではなく、調整を含めた
コーディネート、協働、他機関を含めたチームアプローチが求めら
れる。

③限界性への対応、相互補完
一つの事業所では難しくても、いくつかの事業所で協力をし合え

ば対応が可能になる。それぞれの事業所の不足部分について、相互
に補完することが可能になる。

また連携先の知識や技術を学び、自分たちの質の向上、支援力の
強化にもつながる。

（例：複数の機関で連携して、重度の方や処遇困難な方の受け入れ
が出来た）

61

連携



サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者の実践（連携）

3

マクロ

メゾ

ミクロ

当事者とのかかわり
協働

自己決定の尊重
チーム
づくり

サービス
担当者会議
個別支援会議

ネットワークづくり

自立支援協議会

地域づくり

グループ活動

相談体制や
機関を超えた
体制づくり

役割分担

制度に収まらな
い独自の活動

１．相談支援専門員との連携

２．関係機関との連携

３．(自立支援)協議会
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１．相談支援専門員との連携

（振り返ってみましょう）

・利用者一人一人の相談支援専門員の名前を覚えていますか？

・相談支援専門員とは連絡を取りやすい関係性ですか？

・事業所は相談支援専門員からサービス等利用計画書を受け取っていま

すか？

・相談支援専門員のモニタリングが事業所以外の自宅などで行われた時

は、その内容などを報告してもらえていますか？

・個別支援計画書を相談支援事業所に交付していますか？（令和６年報

報酬改定時に明記）

・事業所で把握した利用者や家族の状況の変化などを、相談支援専門員

に伝えていますか？
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相談及びサービス事業者の連携とサービス提供プロセス

連動

サービス等利用計画は
“トータルプラン”

個別支援計画は
“専門プラン”
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「サービス担当者会議」と「個別支援会議」

サービス担当者会議（例） 個別支援会議（例）

本人

相談支援専門員

サビ管(わたし)

家族

サビ管(他社)

市役所

医療機関
その他の
専門機関

自事業所の提供場面だけでなく生活
全般に視野を広げて、幅広い多角的な
視点で利用者を理解し、支援を見直す
機会。（サビ管の発言は支援の方針に
影響する）
※  地域で支援がつながる会議

本人

サビ管・児発管

家族

支援員

指導員

世話人

相談支援専門員
その他の
専門機関

情報共有による利用者理解・新しいア
イデア・職員間の相互理解や団結・学
習とスキルアップなどの機会。（サビ
管の発言（進行）は支援の質に影響す
る）

  ※  事業所内で支援を深める会議

① 児童の支援に必要な視点
・発達支援（本人支援）の視点
・家族支援（親との協働）の視点
・育ちにやライフステージに合わせた
地域連携（移行支援）の視点

② 連携するであろう関係機関
・市町村母子保健担当（保健センター）
・子ども家庭センター
・児童発達支援センター
・保育所・学校・特別支援学校
・放課後児童クラブ（学童保育）
・医療機関
・児童相談所（児童家庭センター）
・他社の放デイ・児発事業所

２．関係機関との連携（児童の例）

発達支援

家族支援

地域連携
移行支援

【連携が必要な場面】
（例）

・進級進学や環境の変
化（きょうだい等）

・家族関係の再構築
・告知のタイミングや、
それに伴う配慮や励
ましの役割分担など
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① 就労支援に必要な基礎知識
・就業能力と生活面に関するアセスメント

・障害者雇用に関する制度知識（雇用率・就業時間・各種助成）

・就職活動の支援技術

・定着支援の技術

② 連携するであろう関係機関

・障害者就業・生活支援センター（ナカポツセンター）

・障害者職業センター（職業評価・ジョブコーチ派遣）

・ハローワーク（専門援助部門・発達障害者雇用トータルサポー

ター・精神障害者雇用トータルサポーター）

・特別支援学校

・自事業所以外の就労支援事業（就労移行支援・就労定着支援・

就労選択支援）

２．関係機関との連携（就労支援）

① 居住支援に必要な視点
・住まいの立地や交通環境による地域及び自事業所アセスメ
ント（≒必要な支援はホームごとに違う）

・利用者・職員との会話から引き出す得意なことや活動のネ

タ探し（本人が望む、安心して自分らしい暮らしの実現）
・グループホームから一人暮らしへの意向確認やその支援

② 連携するであろう場面等
・日中支援型ＧＨにおける（自立支援）協議会への報告と評価
・地域連携推進会議の取り組み（ＧＨ）

・自治会等への加入や地域活動への参加

・一般の商店や地域の活動、人材(ボランティア等)を活用し
た活動や余暇支援

・医療機関との連携

２．関係機関との連携（居住支援）
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① 介護や通所事業に必要な視点

・その人それぞれの自立に着目（支援を受けながら）

・成長することへの発見

・作業や訓練、創作や余暇活動の意義の確認

② 連携するであろう場面等

・利用者の活動成果物の、地域への出品や発表・流通等

の試み（社会や地域との交流）

・一般の商店や地域の活動、人材(ボランティア等)を活
用した活動や余暇支援

・医療機関との連携

２．関係機関との連携（介護や通所）

① 医療連携の必要性
・医学的視点の情報は、支援の重要な根拠

・リスクマネジメント

・発達や能力の専門的な見極め

② 連携のハードル（困難さの例）

・なかなかつかまらない、伝えても主治医への確認に時間がかか

ってしまう（≒病院組織や仕組みをよく知らない事も原因）

・入院の判断基準がこちらと違う（≒双方の役割理解や利用者

の様子の共有に工夫の余地はないか？）

③ 連携上の工夫
・通院同行

・医療スタッフへの手紙

・ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）やＰＳＷ（精神保健福祉

士）の活用

・医者も知らない事実を事業所は知っている可能性

２．関係機関との連携（医療連携）
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（知っておきたい関係機関やネットワークの例）

※  障害者基幹相談支援センター
※  ピアサポーター
※ 発達障害者支援センター

※  医療的ケア児等コーディネーター
※  社会福祉協議会 （日常生活自立支援事業(すま
いる)）

※  地域生活支援拠点等
※  地域生活定着支援センター

２．関係機関との連携（その他）

３．自立支援協議会の活動（例）
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３．自立支援協議会の活動（例）

※ 活動例（会議で挙がったテーマや学びの機会）

※（その他の取り組み）福祉避難所空き情報について、事務局が取りまとめて毎月市

町へ共有を実施

全体会
（年２回）

※ 山武圏域差別解消支援地域協議会と同時開催

事務局会議
（毎月）

※ 日中サービス支援型グループホームの評価・公開研修会のテーマ・地域生
活支援拠点等の整備について・障害者の高齢化に伴う課題・障害者総合支
援法改正に伴う協議会の機能について・福祉避難所について・障害福祉
サービス等報酬改訂

相談支援部会
（７回）

※ 事例検討会・地域生活支援拠点等について・研修「福祉職員のためのアン
ガーマネジメント」・「計画相談Q＆A」

※山武地域精神保健福祉研究会及び、精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステム構築推進事業実務者会議と同時開催

障害児部会
（４回）

※ 研修「育ちの心配な子どもへの対応」・研修「発達障害の子を持つ家族支
援について」・ライフサポートファイルの普及と活用について

※ ペアレントサポートプログラムの実施
※（作業部会）放課後等デイサービス連絡会・医療的ケア児者意見交換会

就労部会
（３回）

※ 事例検討会・研修「障害者就労における職業準備性について」・研修「生
活困窮者自立支援制度について」

３．自立支援協議会の活動（例）
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３．自立支援協議会の活動（例）

３．自立支援協議会の活動（例）
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３．自立支援協議会の活動（例）

３．自立支援協議会の活動（例）
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３．自立支援協議会の活動（例）

連携の難しさも理解する

さまざまな分野、機関の関りは大きなメリッ
トでもあります。しかしそれぞれの機関等が大
切にするポイントや優先順位が異なること、そ
れぞれの守備範囲の考え方、日ごろ使っている
共通言語も異なることが、連携の大きなハード
ルになることもあります。

共通認識や情報の共有化、役割分担を明確に
するなど、隙間を埋める意識を持ち、チーム作
りをしていかなくてはなりません。
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この患者さん、訴えが多い
から今日入院させちゃうと
依存とか入院グセがつい
ちゃうかもしれないし、
もう少し地域で踏ん張って
もらいたいなぁ。

この利用者さんここ１～２週間落
ち着かなくて、ホーム側もつきっ
きりの対応で職員が疲弊している
んだけど、先生入院させてくれな
いのかしら？

先週は病棟が空いていたんだけど、
今週は満床になってるし・・・、

受付の人と外来の看護師
に何度も電話で説明して
やっと臨時受診が出来
たっていうのに。

【有効な連携のためにサビ管・児発管にできそうなことの例】

・通常時からの本人の状態を病院と共有しておく（本人同意は必須）出来れば会議を。
・自事業所で行っている支援の内容や、職員体制などを知っておいてもらうこと。
・(わたしが)とらえている利用者さんの様子（この見立てで合っていますか？）（こう
対応しようと思いますがいいですか？＝質問を通して互いの手の内を分かり合う）

・病院ソーシャルワーカーの活用（医師の見立てを聞いておく）（大変な時をすぐに
伝えるチャンネルの確保）（病院組織のヒエラルキーを踏まえた立ち回りを期待）

・本人の今までの生活歴や治療情報をよく学ぶことで、こちら側が理解できることも
ある（状態悪化の原因やサインなど）。

・病院が開催する勉強会などへの参加、と顔を覚えてもらうこと。 など

連携の展開の工夫

【導入段階】
・自分の行う内容を伝え理解してもらうこと。
・相手の領域・分野・業務内容・組織等を正しく理解すること。
・場を共有し、顔の見える関係づくりを丁寧にし続けること。

【実践段階】
・場を共有し目的や目標をすりあわせ、役割と責任を相互に理解すること。
・お互いの得意分野を活かし、一緒に何ができるか考え工夫し、実践に結
び付けること。

【フォロー段階】
・連携先の情報を適宜収集・集約し共有化すること。
・各連携先の本人支援に関する必要なフォローを実施すること。
・各連携先間でのずれや対応に関する意見に対応し、適切なプロセス管
理をすること。

72


	スライド 1: 関係機関との連携
	スライド 2: 連携の意義・目的
	スライド 3: サービス管理責任者 児童発達支援管理責任者の実践（連携）
	スライド 4
	スライド 5: １．相談支援専門員との連携
	スライド 6
	スライド 7: 「サービス担当者会議」と「個別支援会議」
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 15: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 16: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 17: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 18: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 19: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 20: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 21: ３．自立支援協議会の活動（例）
	スライド 22: 連携の難しさも理解する
	スライド 23
	スライド 24: 連携の展開の工夫



